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第２回宮城県被災者復興支援会議 議事録 

 

日   時：平成２４年１１月２０日（火曜日）午前１０時から正午まで 

場   所：宮城県行政庁舎１１階 第二会議室 

 

出席構成員：遠藤 智栄 委員  太田 倫子 委員  大滝 精一 委員 

風見 正三 委員  木村 正樹 委員  鈴木 裕美 委員   

高橋  厚  委員  立岡  学   委員  柳井 雅也 委員 

      吉川 由美 委員  渡辺 一馬 委員 

 

欠席構成員：紅邑 晶子 委員 

 

司   会： 定刻となりましたので，ただいまから「第２回宮城県被災者復興支援会議」

を開催いたします。開催にあたりまして，伊藤震災復興・企画部長から御挨

拶を申し上げます。 

 

震災復興・企画部長： みなさんおはようございます。震災復興・企画部長の伊藤でございます。

本日は第２回目ということでお集まりいただきました。先月は１０月１８日，

１年前に震災復興計画の議決を受けたその日に本会議を立ち上げさせていただ

きました。前回は主に産業，雇用関係の話が大半を占めました。最後に柳井先

生に総括をいただいた際には，本日は福祉，医療，教育などを中心に議論を行

いたいという御示唆もいただきましたので，その方向で御議論いただきたいと

思います。 

震災から１年８か月が経ちまして被災者支援制度の大枠については，制度か

ら漏れる個人住宅の再建を除いてはだいたい制度は整ってきたと思っておりま

す。市町が復興の最前線にはおりますけれども，県としても被災者の支援につ

いて実感を持って進めていきたいと考えこの会議を立ち上げさせていただきま

した。 

      ハード整備で住まいやまちだけができても，そこに住む人たちの暮らしが実

現できなければ復興は実現できないと強く思っております。委員の皆様方の

様々な角度からの御議論をしっかり聞かせていただき，今後の復興にいろいろ

な知恵を巡らしつつ進めて参りたいと思います。どうぞ本日もよろしくお願い

いたします。 

 

司   会： 会議につきましては，県情報公開条例に基づき，全面公開とさせていただ

きます。また，傍聴に際しましては，配布いたしました「傍聴要領」に従う

ようお願いします。写真撮影，録画等につきましては，事務局職員の指示に

従い，会議の妨げにならないようお願いします。 

       なお，本日は紅邑委員が所用により欠席でございます。１２名中１１名の

委員に御出席いただいております。 
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       議題に入る前に，前回会議の概要等について，事務局より御報告させてい

ただきます。 

 

事 務 局： 地域復興支援課長の熊谷でございます。私の方から資料１により簡単に御

説明させていただきます。 

       第１回目の会議では委員の皆様から，被災地の自立支援や地域産業の再生

を中心に御議論をいただいたところです。これらの御意見につきましては，

現在被災市町が鋭意進めております高台移転や市街地の再開発などのハード

整備とともに被災地の復興には不可欠な視点ですので，県や市町としてどの

ような対応ができるか，例えば県といたしましては，企業と求職者のマッチ

ングを進めるサポートセンターを１１月１日から塩竈市と石巻市に，また，

１１月２日からは気仙沼市に開設したところですが，今後さらに皆様と議論

を重ねて参りたいと思っております。 

       なお，前回の時間内には他の分野についてお話が聞けなかったこともあり，

是非今回は被災地の生活支援のベースの部分について御議論をいただきたい

と考えております。後ほど県側から被災者の生活支援の中核となっておりま

す仮設住宅サポートセンターの現状や次代を担う子どもたちの対応として児

童，生徒への心のケアに関する取組を情報提供させていただきますが，それ

にとらわれることなく幅広く生活支援について御議論していただければと思

います。 

       なお，前回の会議で委員の皆様から御意見いただいたものの中で，お答え

できるものとしまして資料裏面に２題掲載しておりますが，ＮＰＯ法人の消

費税や法人税の取扱については記載されているとおりです。また，（２）のＮ

ＰＯと行政の協働については御指摘のとおり重要と考えておりますので，今

後も県といたしましては様々な支援事業を行って参りたいと考えております。

当会議の中で御提言，御意見をいただければと思っております。 

       なお，記載はしておりませんが，前回鈴木委員からお話がありました抵当

権の残る買い上げ対象地の取扱については，先週報道がありましたとおり金

融機関側と行政側が歩み寄って，売買代金をローン返済に充てることで行政

側が売却できる道が開けたところです。また，仙台弁護士会の皆様には被災

ローンの減税制度，いわゆる私的整理ガイドラインについても御指導いただ

いておりますのでこの場を借りて感謝申し上げたいと思います。事務局から

は以上です。 

 

司   会： それでは議題に入ります。ここからは，前回会議にて座長に選出されまし

た大滝様に進行をお願いしたいと思います。大滝様よろしくお願いします。 

 

大 滝 座 長： あらためまして皆さんおはようございます。前回会議はやむを得ぬ事情で

欠席いたしまして柳井先生には大変ご迷惑をおかけしました。ありがとうござ

いました。 
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既に第１回の会議でもこの会議の位置付けについてお話があったかと思いま

すけれども，基本は被災地の現場で起こっていることをしっかりと県に伝えて

いくことと，それを受けて現状に即した県としての施策につなげていくといこ

とが私どもの大きな使命だと思います。同時に今，被災地の復興は基礎自治体

である市町村の復興計画をベースにして進められておりますが，市町村を越え

て，あるいは個々の市町村の良いところをどんどん取り入れて復興を加速させ

ていくといった動きについては必ずしも十分に行われていないのではないかと

いう印象を持っています。そういう意味でも県の果たす役割は大変大きいと思

っておりまして，それは県庁だけが頑張るということではなく，私どもも含め

て復興を加速させていく取組がもっと行われていいのではないかと思っており

ますので，県庁の皆さんとも協力し合いながら，我々自身もいろいろな取組を

さらに進めていければと思っております。 

      前回，産業や雇用の問題を中心にたくさんの御意見をいただいたということ

でしたので，今日は，保健福祉や教育を中心にいろいろな御意見をいただきな

がら，さらにそれを前に進めていければと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

      それでは，早速議題に入りたいと思います。まず，議題１の「復興状況報告」

について震災復興・企画部からお願いします。 

 

震災復興・企画部： お手元の資料２を御覧いただきたいと思います。本日この資料の中から今

回の議論に関連すると思われる部分だけを抜粋して御説明したいと思います。 

まず，８ページを御覧いただきたいと思います（４－２復興に向けた主な

取組状況（環境・生活・衛生・廃棄物関連））。ここには，仮設住宅の状況等

が記載されております。４０６地区に整備された２１，１０５戸に５０，９

６６人が入居している状況です。また，民間賃貸住宅の借り上げでは２２，

０８０戸に５８，９２６人の方々がお住まいになっております。また，県外

には，県が把握しているだけで８，８００人の方々が避難されています。ち

なみに昨年度末，７か月前の数字と比べて見ますと仮設住宅の入居者では２，

３１０人が減っており，民間賃貸住宅借り上げの部分では１２，１２８人が

減っている状況です。 

続きまして１１，１２ページを御覧いただきたいと思います。医療施設，

高齢者福祉施設，障害者福祉施設，保育所の復旧は御覧の通りで，だいぶ進

んでおりますが，代替施設で再開したところも多く今後新たなまちづくりの

なかでどのように保健，医療，福祉の提供体制や地域支え合い体制を充実さ

せていくかがポイントになってくると考えております。サポートセンターに

ついては，この後保健福祉部より説明していただき，また子どもの心のケア

に関する取組については教育庁の方から説明していただきます。私の方から

は以上です。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。今の説明の中で確認しておきたいこと質問ござ
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いますでしょうか。 

 

柳 井 委 員： ４－３－①復興に向けた主な取組状況の中で，医療施設の復旧率が約９７％

となっておりますが，報道等では気仙沼地区の方では公共の病院はどんどん再

開されていくのに民間病院は１億円くらいの借り入れを行わないと再開できな

いと伝えられているがそのとおりなのかどうか，現場の問題や統計上の違いな

ど分かれば教えていただきたいのですが。 

 

保健福祉部： 医療施設については有床診療所を抽出して記載しておりますので，無床診

療所いわゆるクリニックなどはこの中には含まれておりません。そういうとこ

ろも含めますと再開率は若干伸び悩んでいるという状況はあります。やはり気

仙沼地区，石巻地区の方ではクリニックの方が病院よりは後発になっていると

いう状況が見て取れます。 

 

柳 井 委 員： ９７％という数字をもう少し読み込まなければならないということですね。 

 

保健福祉部： ３施設だけ残っておりますけれども，それは全壊になっている公立志津川

病院，石巻市立病院，恵愛病院の３施設ですので，かなり大規模な病院が今後

の再建に向けて今動いているところです。 

 

柳 井 委 員： 分かりました。どうもありがとうございました。 

 

大 滝 座 長： この続きは，より詳細な報告がこの後ありますので，また，その時に出し

ていただければよろしいかと思います。 

       それでは引き続きまして議題２に入ります。 

なお，議題２と議題３は県からの説明に基づき議論して参りますので，続

けて説明をいただき，説明に対する質問，意見等は，この後の議題４の中で

一括してお願いします。 

       それでは，議題２の「保健福祉の現状と取組」について保健福祉部よりお

願いします。 

 

保健福祉部： 長寿社会政策課の渡辺でございます。資料３に基づき御説明申し上げます。 

サポートセンターの取組状況ですが，サポートセンターについては被災市

町において集会所など活用して設置しております。これまでのところ，被災

１３市町において６１カ所設置予定で現在５９カ所開設済みです。 

主な支援内容としましては，巡回訪問などによる見回り，総合相談が中心

となっておりますが，その他，地域のニーズに基づきまして様々な活動がな

されているところです。サポートセンターにつきましては，高齢者のみなら

ず障害者や子育て家庭なども広く支援する内容ですので，例えば名取市のよ

うに託児所を設置するなど特徴を持った活動がなされているところです。そ
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の他，被災者同士のコミュニティの構築や維持のための交流サロン，配食サ

ービスなど様々な活動がなされているところです。 

運営形態としましては，市町の社会福祉協議会への委託が最も多くなって

います。その他に民間法人や社会福祉法人，また，市町直営で運営している

ところもあります。 

当初の活動内容については応急仮設住宅への支援が主体でしたが，市町に

おいてはこれ以外に民間賃貸住宅や在宅への支援についても始まっていると

ころです。 

被災された方々からの相談内容としては，最初の時期ですと介護，保健に

関する相談が多かったのですが，その後生計維持や災害公営住宅への移転な

どを見据えた相談，また，住宅の補修に関する相談や住民同士のトラブルに

関する相談が多くなってきている現状です。 

サポートセンター支援事務所の開設についてですが，仮設住宅サポートセ

ンターについては市町が主体となって設置しておりますが，県といたしまし

ては，市町の活動を後方支援するために宮城県サポートセンター支援事務所

を昨年９月に開所しております。運営は県の社会福祉士会に委託しており，

仙台弁護士会，県ケアマネ協会，ＮＰＯ法人などの協力団体と連携し，専門

職の派遣，阪神淡路大震災の被災者支援経験者をアドバイザーとして招聘し，

サポートセンターへ派遣し被災者支援の助言，サポートセンターにおける生

活支援相談員の人材育成などを実施しています。 

       サポートセンターの取組に関する課題についてですが，災害公営住宅，復

興住宅への移行も視野に入れた相談が増えており，それぞれ相談内容が変化

しているところですので，市町におきましてはサポートセンター追加設置の

検討がされているところもあります。これまでのように柔軟な対応ができる

ように支援を継続して参りたいと思います。 

       運営経費ですが，国からの交付金をもとに介護基盤緊急整備等臨時特例基

金を設置して応援して参りましたが，設置期限が今年度末とされております。

国の概算要求には来年度の運営経費も計上されているところです。国との意

見交換のなかでは，サポートセンターは仮設住宅の設置期間の間は必要では

ないかという考え方は御理解いただいているところですが，単年度ごとの延

長という考え方が示されています。支援スタッフ等については，単年度雇用

という形態となっておりますので雇用関係も不安定ということもありますし，

人材育成，人材確保の観点からも基金設置期限の複数年延長，活動資金の積

み増しというのが必要となっておりますので国に対して継続的な要望をして

参りたいと考えております。 

       被災者の方々の生活においては，最近，生活不活発病の発生が懸念されて

おります。被災により職を失われたり，ご家族，ご友人を失われたりして活

動する機会が減り，活動することがない，活動意欲がないという形となり，

それが体を動かす機会が減るという形となり，生活不活発病が負のスパイラ

ルで発生することが懸念されておりますので，その点について医師会の協力
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をいただき，医療機関と連携して啓発を進めているところです。サポートセ

ンターの活動を通じて地域行事への参加や毎日の生活で役割を持つなど，被

災された方々の社会的役割の回復や活動意欲の向上を図り日常活動量の増加

につながる働きかけを行っているところです。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。それでは引き続き議題３に入ります。議題３「教

育の現状と取組」について教育庁よりお願いいたします。 

 

教 育 庁： 教育次長の伊東と申します。教育の現状，特に児童生徒の心のケアについ

て御説明させていただきます。震災時に辛い思いも含め様々な経験をした子

どもたち一人ひとりの心身への影響をよく見ながら，きめ細かに対応できる

よう，これまで小中学校では２１６名，高校では２５名，計２４１名の教職

員を通常よりも増やして対応してきたところです。小学校，中学校，高校と

もに臨床心理士等のスクールカウンセラーあるいはスクールソーシャルワー

カーを配置しまして，子どもたちとの面談や教職員，保護者に対する相談対

応，助言などを行っているところです。 

全体的には，震災後１年８か月を経て学校生活は落ち着きを取り戻してい

るように見えるという話，あるいは，被災地でも子どもたちは学校に来ると

非常に元気だという報告があります。全体的にはそのとおりだと思うのです

が，一方で現在でも他の学校の校舎を利用している小中学校は２６校，仮設

校舎で授業を行っている小中学校が２１校あります。また，仮設住宅や親戚

等の家から通っている小中学生は５，０００人を超える状況です。 

津波被災地で活動していただいているスクールカウンセラーの話を聞くと，

家族関係あるいは教育環境の変化が生じて落ち着かない態度を示すような児

童生徒も見られるというような話があります。５月に文部科学省が保護者や

学校を対象として行った調査の結果でも，宮城県の保護者全体の１割強で，

物音に敏感になったり，いらいらするようになったという回答，あるいは前

よりよく甘えるようになったという回答が見られます。今後も子どもたちに

対してきめ細かく対応していく必要があると考えております。 

阪神淡路大震災の際には，ＰＴＳＤも含めて配慮が必要な子どもたちは２，

３年後にピークを迎え，その影響は長期にわたっているということで，本県

におきましても長期的な取組が重要であると考えております。 

基本的にはこれまでも取り組んできたように，教職員，スクールカウンセ

ラーを被災地中心に引き続き多く配置いたしまして，研修を実施しながら，

必要に応じて医療や福祉分野と連携した対応を進めていきたいと考えている

ところです。 

 

大 滝 座 長： ありがとうごいざいました。それでは議題２「保健福祉の現状と取組」，議

題３「教育の現状と取組」について御説明いただきましたが，続きまして議題

４に入りたいと思います。ここからは意見交換及び情報交換ということになり
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ます。それぞれの担当部署から御説明がありました，仮設住宅でのサポートの

取組や児童生徒の心のケアに対する取組について，今，それぞれ被災地で取り

組まれている方々も多いと思いますので，直接コメントもいただけると考えて

おります。 

今回のテーマは保健福祉，教育ということでこのテーマ自体とても広いテー

マなので，どこからどこまで扱うかなかなか難しいと思いますけれども，少な

くとも仮設住宅を始めとするサポートの問題や心のケアの問題に関係のある分

野も含めて御意見をいただき，情報交換をしていただいた方がこの会議の趣旨

には相応しいと思いますので，狭くサポートセンターの在り方や心のケアの学

校を始めとする様々な取組，実践のみに限らず，そこにつながってくるような

問題についても広く御意見をいただければと考えております。一緒にやってし

まうと議論が混乱しますので，最初に本日御説明があった，特に仮設住宅のサ

ポートセンターを始めとする保健福祉に関わる問題について御意見をいただき，

その後，心のケアあるいはそれにつながるいろいろな教育の問題について御意

見をいただくといった順番で進めていき，それ以外に，それに跨がるような共

通の問題についても御意見がありましたら，さらに御意見をいただくといった

順番で進めていきたいと思いますけれどもよろいですか。 

 

吉 川 委 員： その前に質問よろしいでしょうか。 

 

大 滝 座 長： どうぞ。 

 

吉 川 委 員： 今，児童生徒の心のケアの話がありましたが，教職員の方も被災されて大

変な中で忙しく働かれていると思うのですけれども，教職員の心のケアについ

てどのような対応がなされているのか。それから医療従事者に関しても現場で

の問題をいろいろお聞きするので，そういう部分のケアがなされているのか。

それから，見守り活動をされている方たちから挙がってきた情報がどの範囲ま

でどのように共有されているのか伺いたいのですが。 

 

教 育 庁： 教職員の心のケアについてお答えいたします。震災時に学校が避難所にな

ったところが多く，避難所の運営も含めて非常に大変な思いをしながら仕事

をしていたということでメンタル面でのストレスについて心配されたところ

です。昨年の１１月から１２月にかけて教職員の健康調査を行いました。結

果は，レベル１の「心配ない」という方が５９％，レベル４の「要注意」と

いう方が５％ほどおりました。特に沿岸部では「要注意」とされる比率が高

いという結果も出たということで，それに対するケアをしていくことにして

おります。基本的にはそれぞれ個別に面談をするということで，県内で臨床

心理士の方に来ていただきながら面談を進めているところです。あと，自分

でストレスをコントロールする力を身につけていただくということで，スト

レスコントロールのセミナーやメンタルヘルスに関するハンドブックを配っ
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てセルフケアをしていただくといった対応をしております。健康調査につい

ては来年度も行いまして，その状況を把握していきたいと考えております。 

 

保健福祉部： 医療従事者ついての御質問ですが，医療従事者に特化した形で状況を把握

していないのが実情です。ただ，医療関係者だけではなく介護，サポートセ

ンターでの従事者も含めて支援者側の支援をするという意味で特にメンタル

面では，資料２（復興の進捗状況について）の１２ページに記載があります

けれども「みやぎ心のケアセンター」を設置し，直接被災者をケアするとい

うよりは支援する方々への支援を主な目的として設置しております。開設し

てから基幹センターは１年，地域センターは半年強という状況で，まだまだ

地域に浸透しているかというと今後の取組にもかかってくるかと思いますけ

れども，心のケアセンター職員の訪問により掘り起こしを行い支援者側の支

援に努めていきたいということで，体制は整えてきているつもりです。 

       見守りに関する情報の共有についてですけれども，システムとしてはサポ

ートセンターを中心に仮設住宅に入居されている方々の生活面での様々な相

談事，少しずつ広げられるところについては，民間賃貸住宅（見なし仮設）

に入居されている方々の様々な相談事についても把握しつつあるところです。

そういった方々の課題につきましてはサポートセンター内でコーディネータ

ーを中心とした情報の共有，専門家につなぐべきところについてはつなぎ，

それは市町村を通してであったり，地域包括支援センターを通してであった

り，地域の医療機関を通してであったりということで，専門家につなぐこと

をサポートセンターは一つの柱にしているところです。サポートセンターを

運営している法人の中で共有が図られ，そして必要な部分については地域の

社会福祉協議会，市町村，そういった方々との間で行われるケース検討会の

中で共有化されて必要なところへつないでいる状況であると承知していると

ころです。 

 

大 滝 座 長： よろしいですか。どうもありがとうございました。 

（鈴木委員）どうぞ。 

 

鈴 木 委 員： 今日は心のケアの問題についての取組が中心の報告となっておりますけれ

ども，安心して学べる教育環境，物質的な面でも教育施設の問題も今回テーマ

になると考えております。（資料２）１８ページの取組のところで，安心して学

べる教育環境の確保や防災機能の回復が復興に向けた取組の報告となっており

まして，その関係で心のケアだけではなくて学校以外にも幼稚園や保育所等の

被害がありましたので，そこの防災体制強化のためにどのような施策を検討さ

れているのか，また，学校における防災教育についてどのような取組が検討さ

れているか伺います。 

 

大 滝 座 長： それでは，教育庁からお願いします。 
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教 育 庁： 今回の震災の経験を踏まえ防災教育に力を入れていきたいと考えており，

まず，今年度は，市町村立の学校を含めて賛同をいただき，小学校，中学校，

高校の県内全ての公立学校に防災主任を配置しました。また，市町村ごとの

防災主任をまとめる防災担当の主幹教諭も配置したところです。この方たち

が中心となって，まずは学校内での防災体制の整備や防災教育をどのように

行っていくのかということを考えていっていただきます。また，今後新たに

力を入れていきたいことは，学校内だけではなく地域や市町村の防災担当の

皆さんと話し合いをしながら，地域としての防災体制の中で学校が何を担っ

ていくのかということも考えていただくこと，あるいは一緒に防災訓練を進

めていく必要があるいうことで，こういった点を想定して防災主任を配置し

ました。 

       宮城県として今後どのように防災体制整備を進めていくかについては，「学

校安全基本指針」を１０月に取りまとめました。やはり，指針がないと今回

の経験を伝えていくことができないのではないかということで指針を取りま

とめたところです。伝えたい教訓ということで示しました。今年度について

は，以上のとおり，防災体制の整備と指針の取りまとめを行いました。 

これから大事なのは，実際の現場で防災教育がなされ，あるいは体制が整

備されるということですので，今後は防災主任を中心として研修をしっかり

行っていくこと，あるいは現場で防災教育をしっかり行えるような仕組みづ

くりを検討しているところです。今回の経験で大事だったのは，学校それぞ

れで地域の中でどのように子どもたちを見守っていくかを考えることだと思

いますので，県全体で同じやり方ということではなく，そういうことがそれ

ぞれの現場できるようにしていきたいと考えているところです。 

 

大 滝 座 長： 鈴木委員よろしいですか。 

       質問についてはこの辺でよろしいですか。 

それでは，最初に仮設住宅のサポートセンターを始めとした，保健福祉の

取組に対する課題，現状，あるいは皆様方が支援活動を通して抱いているい

ろいろな御意見についてできるだけ多くの皆さんから御発言いただければと

思いますのでお願いします。それでは，木村委員お願いします。 

 

木 村 委 員： サポートセンターについてですけれども，被災者支援ということではサポ

ートセンターの設置は非常に有効的な方法だと思います。ただ，今回のサポー

トセンターの運営に関しては社会福祉協議会が委託を受けても，実際の職員の

方たちはほとんどが臨時で雇用された方たちで単年度契約いうこともあり，な

かなか長期的な見通しの元に仕事ができないという課題が一つあります。もう

一つは東松島市の場合ですが，サポートセンターにすべての被災者支援という

枠組みを入れようとして，それはそれでいいことですけれども，やはり社会福

祉協議会という枠組みの中で委託を受けている関係上，限界というものがあり
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ます。見守りのようなセーフティーネットの部分はきちんと行われていると思

うのですけれども，被災地でこれから２年，３年と経過してくると自分達の生

活再建や職業に対してどのように取り組むかというときに現在のサポートセン

ターでは対応が難しいところがあり，被災の状況と復興の状況に合わせてサポ

ートセンターの役割を変えていく中でサポートセンターの運営主体も変えてい

かないと，サポートセンター自体が潰れてしまうのではないかと思います。 

市町からすればお金を使いたくないということもあって，国の予算を使って

すべてまかなっているので，実際に見守りに必要な人員に対して充足していな

い。していないということは，勤務時間が短時間勤務で賃金が安いということ

もあって，ほとんどのところで充足していない。そこは市町でやってください

という話になってしまうと，市町としては国からもらっている予算の範囲内で

行いたいということもあり，なかなかその辺がミスマッチになっているのが現

状ではないかと思います。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

立岡委員お願いします。 

 

立 岡 委 員： 仙台市と意見交換を定期的に行っているのですけれども，仙台市の方もこ

の財源がなくなってしまうと震災の復興に関する取組がほとんどできなくなっ

てしまうので，この予算をどうにか確保することが一番の悩み，課題だという

ことを仰っていました。実際に地域支え合い体制づくりの予算は，様々な取組

を入れ込むことができるので活用しやすいと思います。見守り等の活動の財源

にも使えますし，就労支援のための財源としても活用させていただいておりま

す。といいますのも，厚生労働省老健局の予算だと思うのでやはり高齢者に対

する施策というところがあると思うのですが，実際に相談に来て，生活再建し

たい，就労したいという方は高齢者の方が多いです。１１月の本日付けの段階

で１２０数名の方の相談を受けて，３９名の方が就労した実績が挙げられます。

その内の半分は５０代以上の方です。実際に５０代の方がハローワークに行っ

ても，名目的には年齢制限はないけれども実際には年齢制限があるような状況

で，なかなか就労に結びつかないということでこちらに相談に来られてマッチ

ングしているというところです。 

政局がどうなるのかという話にもなっておりますが，被災地に関する予算は

きちんと確保できるのかということと，やはりより使いやすい形，単年度では

ない形ということも強く要望していきたいと思っておりまして，質問になって

いないかもしれませんが意見として言わせていただきました。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。もし，後でまとめてお答えいただけるようなも

のについてはお願いします。 

 

保健福祉部： 現在，概算要求の中では要求されている状況です。私どもはそれが予算措
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置される前提で事務的には作業を進めておりますので，来年度は今年度の実

績を十分勘案して平成２５年度に向けても準備はしている状況です。 

 

大 滝 座 長： （風見委員）お願いします。 

 

風 見 委 員： 支援の在り方で，サポートセンターの中でいろいろな相談があると思うの

ですが，やはり一番大きいのは就労支援，雇用だと思います。生計が立たない

限りはいつまでも不安から抜けられません。一つの提案としては，ハローワー

クでの就労支援については限界が来ていると思っておりまして，今，ワーカー

ズコープと新しい取組を始めようとしているのですが，いろいろな新しい働き

方がありますので，そういうところとのマッチングにおいて，我々は「創職」

と言っているのですが，雇用というのはある意味で地域の中で新しい仕事を作

っていくような取組が重要になっていて，大きな市場にはならないかもしれま

せんが，高齢者の方々の場合には地元で支え合いながら働くという働き方があ

り，それが発展するとコミュニティビジネス，ソーシャルビジネスになると思

いますので，そういった就労支援についても多様な側面からの取組を是非お願

いしたいと思います。生きがいというものに非常に通ずるものなので，再建す

るためには心の再建ということももちろんありますけれども，働いて世の中の

ためになるということは本当に大きな励みになりますので，この場での意見と

して申し上げたいと思います。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       吉川委員お願いします。 

 

吉 川 委 員： 私は震災直後から支援に入った際に，ドクター，ナース，ソーシャルワー

カーとも活動しておりました。ＰＴＳＤについては神戸の方々から６０日まで

何らかのケアがされないと長引くので，６０日までの間に対策をとった方がい

いという助言をいただいていたのですが，対策がとれるような状況ではありま

せんでした。今回，宮城県内ではノーケアのまま６０日が過ぎ，１年が過ぎ，

もう一年が過ぎると認識しておりまして非常に長引くだろう思っています。阪

神大震災でも，心のケアを行っているＮＰＯ団体が未だに仕事が辞められない

という状況があると聞いておりますので，それ以上に長くかかるだろうと思い

ます。ここまで取組をお聞きして，それが我々の精一杯だったと言えると思い

ます。今までいろいろな支援を皆さんからいただいてここまできているので，

ここから先は宮城ならではの知恵を出していきたいと思います。 

      震災直後にドクターたちとともに支援に入ったときから感じていて，未だに

上手くいっていないと感じることは，具合が悪い高齢者が多い中で足がないな

どの理由から病院にかかるのも我慢している方もたくさんいます。要するに今

の復興状態は，皆さんが病院に行くという前提での復興状態だと思うのですけ

れども，震災がなかったとしても高齢化で病院に行きづらいという状況には近
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い将来直面することになるでしょう。たとえばコミュニティケアハウスのよう

なものがあって，医療従事者の方が往診にいくという体制を今後も整えていく

必要があると思います。震災により３０年早く時代が進んでしまったので，例

えば緩和ケアであるとか家での看取りであるとか，そのための地域の人たちの

協力体制とか，そういう地域のつながりを作っていく専門家が居たり，あるい

は，お年寄りの方だけではなくて，子どもとお年寄りがともにいる場所になっ

たり、アートの側面からコミュニティの人たちが何か一緒に能動的に具合の悪

い人とできることを考えたりするなど，多様な人たちが集まって緩やかにつな

がりながら出て行ってケアを行う，あるいは，ちょっと立ち寄ってもらってち

ょっとした悩みが話せる場があることが大切だと思います。私たちはコミュニ

ティケアハウスと呼んでおりますがそういった体制，もっときめの細かい皆さ

んのニーズに合っている体制こそ必要なのではないかと感じています。ですの

で，宮城ならではの体制を作るならば，例えば学校でも，精神科医や臨床心理

士やスクールカウンセラーだけが専門家として任せているだけではいけないと

私は考えております。南三陸町の五つの小学校で歌を作るワークショップを行

いました。震災から１年を振り返って歌を作り，３．１１の追悼式典で歌うと

いうプロジェクトだったのですけれども，当時，戸倉小学校の校長だった麻生

川先生と相談して子どもたちを追悼式典に連れて行っていいのかということに

ついて先生方と議論になりました。スクールカウンセラーからは連れて行かな

い方がいいという意見もありました。しかし，麻生川先生たちと相談して，敢

えて連れて行くことにしました。結局，追悼式典に参加した３，０００人の前

で子どもたちは歌を発表して，町の人たちの反応がある中で子ども心に何かを

掴んだと思いますし，子どもが歌ったことが町民の心のケアにもつながったと

思います。このような能動的なケアというものが本当は全員に必要になってい

ると私は思います。沈んでいる人を誰かが診るということではなく，潜在的に

みんな非常に大きな傷を持っているので，何かの活動をしながらお互いに人と

人との関わりの中で立ち位置を確認し，少しずつ気持ちが落ち着いていくとい

う過程を見守るが本当のケアだと思っています。麻生川先生に後から言われた

のですが，３．１１から１年経つのに合わせてテレビでの報道が非常に多くな

るのでテレビを見ないように指導したらしいのですが，やはり具合の悪くなる

子どもがたくさんいたとのことです。ただし，私たちのワークショップを受け

て追悼式典で歌った子どもたちは，誰ひとり具合が悪くならなかったそうで，

先生は大変喜ばれていらっしゃいました。それは，たまたま偶然そういうこと

になったと思いますけれども，何でそういうことを言うかと言いますと，現在，

志津川高校でワークショップを行っているのですが，先日，教頭先生に始めて

３．１１をまともに直視して振り返る授業をあなたたちが行っているというこ

とを言われて少しびっくりしました。ということは，有志で作文を書いたりは

しているのですが，本当に３．１１を直視してそれがどういうことだったのか，

そこで子どもたち自身が生き延びたことは素晴らしいことだという位置付けを

することをきちんと授業のカリキュラムの中で積極的に取り組むことも，慎重
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にやらなければいけませんが、必要だと思っています。まだ現場がそういう余

裕がないことも重々理解しておりますけれども，そういうこともいろいろな専

門家がいて一つの授業をどのようにしたらよいかという協働も広い場でなされ

ながら確立していくということも宮城方式になりうると思います。せっかくこ

ういう場があり，いろいろな活動をしている方たちと開かれたプラットフォー

ムがありますので，そこに行政の方たちも入っていただき必要に応じて医療の

現場，教育の現場の人たちと多様な人たちがクロスするような取組を積極的に

行うようなプラットフォームができないものかということを考えますし，是非

御検討いただきたいと思います。 

 

大 滝 座 長： どうもありがとうございました。 

それでは，渡辺委員お願いします。 

 

渡 辺 委 員： 県がサポートセンターをサポートする立場であるとすれば，各サポートセ

ンターで起きている，上手くいったことなどをきちんとヒアリングしシェアし

ていくことができればいいのではないかと思っています。その時に例えば，就

労について「何人中何人したのか。」というような単純な成果指標も有効だと思

いますが，その手前にある「このような変化が起きたから結果がこうなった。」

「このような変化が起きたのはこのような事が事前にあったから。」のような事

例を貯めておいて，いろいろな多様な事が起きている中で都市型の「阪神大震

災の時はこうでした。」という事ばかりを我々は聞くのでなく，次に東南海地震

が起きた時に「宮城県や岩手県の浜ではこういうことがありました。」というこ

とを語れるように我々がしておくことと，目の前で立ち遅れたサポートセンタ

ーたちに「このような事をしたらこのような結果が起きたので真似するなら真

似してみなさい。」というような事を行うのがサポートセンターをサポートする

県の役割なのではないかと思っています。 

      このような言い方が馴染むか分からないのですが，成果指標の設定，先行指

標の開発というものがあってもいいのではないかと思いました。特に就労に向

けて起こしたこと起きたことというのは，いろいろなステップがあったはずで，

それを正当に評価しておかないと「１００人中２０人が就労したのでこのサポ

ートセンターはすごいです」という話ではなく，何が起きているのかを丁寧に

見ていかなければいけないので，だからどのような指標が必要かは今すぐに思

いつきませんが，そのような事をバックアップ役の県がしていただけるといい

のではないかと思いました。 

 

大 滝 座 長： それでは柳井委員お願いします。 

 

柳 井 委 員： お話が三つあります。まず一点目ですがナレッジマネジメントの構築につ

いてです。宮城県のサポートセンター支援事務所で後方支援を行っていく上で

個人の技能や技術に特化して「あの人がいないとダメだ」という議論では，こ
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れだけの広大な被災地域をまかなっていくことは難しいと思います。ここでは

ナレッジマネジメントの手法を取り入れてはいかがでしょうか。例えば成功し

た事例，失敗した事例などキーワードを入れると一覧できるようなデータベー

スを構築するのです。それによって，先輩の経験が後輩に伝わっていく。個人

の経験を皆の共有財産にしていくということを組織的に行っていく。これを宣

伝していきながら場合によっては我々の中だけでクローズドにするのではなく

誰でもアクセスできるようにして，その代わりガイドラインや監視体制を作り

ながら皆で作り上げていくようしてはいかがでしょうか。 

      二点目ですが，栄養指導という問題が意外と大事で，現地で炊き出しやお弁

当を届けた人の話を聞くと，被災時一番深刻だった数ヶ月の間は炭水化物中心

で栄養の過多や不足があり，今頃になって歯が欠けたり内蔵疾患が出てきたり

精神的に病んでしまい，なかなか自分を取り戻せない人たちがいるということ

をお聞きしました。こういった人たちに、例えばきちんとした食事の取り方の

指導を大がかりにそして組織的に行っていく。とりわけ仮設に入居されている

方のうち男性で、一人暮らしの方は特に高齢者になるほど自分で食事を作らな

くなりますので，そのような指導を手厚く行っていく必要がある。その時に民

間の力も使っていただくといいと思います。単に見回りの人たちがデータだけ

集めるだけで終わらせない工夫が必要です。また、多少極端な話かもしれませ

んが，調理人を連れて行って料理教室等を開催する必要があるのではないかと

思います。 

      三つ目ですが，現場では悲惨な状況が続いているという時に，どこに目線を

合わせなければいけないかということが重要だと思います。高齢者と並んで障

害者の方にも目配りが必要ではないかと思います。障害者の方の話を聞いてい

ると，健常者から見ると理解できない行動をとるようなことがあるため避難所

に居られず，家族の方は泣く泣く自宅でケアしていたという話も聞きます。そ

ういった人たちに対する目配りと併せて職づくり，特にこの場合は内職づくり

が必要だと思います。気を付けることは、ほとんど売れないようなものを作ら

せて福祉バザーで売るようなことしか行っていない。そういうことではなくて，

もう少しデザイナーやコミュニティビジネスの感覚を持った人たちに入ってい

ただき売れる物作りを行っていく。障害といってもいろいろなレベルの方がい

らっしゃいますので，それに応じた，人間として生きる権利を与えられるよう

な場面づくりをこういう時こそ行うことが必要だと思います。 

それを先進的な取組として、他地域に展開していけるチャンスだと思ってい

ます。守りではなくて攻めの福祉や攻めの取組といったものを今だからこそ打

ち込んでいくということが大事なのではないでしょうか。単に元に戻すのでは

なくて攻めていく。そういった視点を持ってはいかがでしょうか。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       では，太田委員お願いします。 
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太 田 委 員： 最近私は自分の活動で気がつき始めたことがあります。子どもたちに非常

に情報発信力があります。それはどういうことかと言いますと，二つ要素があ

りますけれども，子どもたち自身が震災を経験した自分達にしかできないこと

があると気がつき始めています。そして，その子どもたちの話を聞きたいとい

うニーズがあります。それはどういう方かと言いますと，先週の土曜日にもワ

ークショップの中で行ったことなのですが，横浜で記者活動を行い地域の情報

を発信している子どもたちとユーストリームを使って交流を行いました。横浜

から質問を受けて石巻の子どもたちが答えるという流れなのですが，質問が進

むごとに皆ハキハキと非常に元気に答えていました。実はこれは今回に限らず，

私が行っている子どもの情報発信活動の中で北は北海道から，北海道の中学生

は毎回分厚い感想文を送ってくれます。正直なところこれに返すことができて

いません。先日も熊本のチャリティイベントで寄付金をいただいたのですけれ

ども，それにも子どもたちからたくさん手紙がついてきました。こういうこと

に一つ一つ返していくことが大事だと考えています。被災地の子どもたちが今

どういう気持ちでいるのか知りたいというニーズがあります。被災地の情報量

が減って記憶が風化していくということが懸念されるのですけれども，情報が

たくさんあればいいのかと言うとそうでもなくて，受け手が誰の話を聞きたい

かによって，同じ情報を発信していっても力が変わってくると思います。そう

いう意味で今，子どもたちに情報発信力があるということに注目していくべき

ではないかと思います。そして，子どもたちに社会参加意欲が芽生えている，

もちろん心の傷の程度によっていろいろな状況があると思いますし，学校で手

厚い心のケアがなされているのですが，子どもの中には高い社会参加意欲を示

している子どももいます。そして，次に日本や世界で災害が起きたら自分達が

今度は何かしたいと，こういうことを言うようになってきました。ですので，

学校で一律何かを行うには限度があるかも知れないですけれども，例えば民間

の力とかあるいは特別なチームを結成するとか，情報発信力のある子どもたち

の力を活かしていくことで災害の記憶を風化させない，そういうこともできる

のではないかと考えています。もしよろしければ県の方で情報発信についてど

のようにお考えになっているかお聞かせいただきたいと思います。 

 

大 滝 座 長： 範囲が広いのでストレートに答えるのは難しいかも知れませんが。 

       お願いします。 

 

震災復興・企画部： 今，仰ったような子どもの状況を見定めた形の情報発信は足りないという

気がしています。大人の方々の活動については，被災者の方に取材記者の役割

をしていただいて県庁のブログでの情報発信やＮＰＯ法人助け合いジャパン

の力を借りて映像発信を行ったり，全国に向けて定期的な復興状況のチラシを

出したりということは行っていますが，今，太田委員の仰ったような子どもの

発信力，確かに子どもの笑顔にはものすごい力があると思うので，それを元に

した情報発信というところには我々はまだ着目できていなかったと思ってい
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ます。 

 

大 滝 座 長： それでは遠藤委員お願いします。 

 

遠 藤 委 員： 現在，支援者の支援という活動を行っておりまして，２週間前もリフレッ

シュツアーを青森に，いろいろな方からの寄付や助成金をちょうだいしてお邪

魔してきました。その時には，災害ボランティアセンターの一般のボランティ

アさんのご参加ですとか社会福祉協議会で支援をされている方ですとか，今回

ＮＧＯとして遠方から宮城県に支援に入っている方々，地元のＮＰＯの皆さん

なども参加してくださって皆さんでリフレッシュしてきのですけれども。その

中の御意見で，今までリフレッシュしようという思いすら浮かばなかったと活

動者の方が仰っていました。やはり平時から支援活動を行っていた方は，如何

に支援活動の中で自分のストレスをリフレッシュするかということを考えてい

らっしゃるかと思うのですが，今回は今まで支援活動をしたことがない方が支

援活動をされているので，意識的にリフレッシュしようということが抜け落ち

ています。目の前にいる被災者の方を何とか支えたいという思いが真剣であれ

ばあるほど，熱心であればあるほど，リフレッシュということが一言も浮かば

ないというのが現状だなということを改めて確認しました。その時にいろいろ

感じたことは，ケアする人のケアは重要だということを一回は聞いたことがあ

って頭の中にはあるのですけれども，それに実行が伴っていません。それを現

場で言葉に出したとしても，それをどのように実践していくかということを簡

単に分かり易く説明するツールが流通していないのが現状だと思います。特に

重要だと思っているのが，ＮＰＯ，ＮＧＯ，サポートセンターというようなと

ころのチームリーダーやマネージャークラス以上の方々が，そういった研修を

受けられて，且つ，専門的過ぎると実際の現場と乖離してしまって実践できな

いので，なるべく現場で展開しやすいような，すぐに現場で使えるような，自

分のチームメンバーとすぐにできるような，そういった研修や情報提供がとて

も今必要とされていると思います。必要とは分かっていても，今はできない状

況。そういった活動を支援しているＮＰＯ，ＮＧＯもありますので，そういっ

たところと福祉の部署の皆さんが連携していただいて，より現場の状況に合っ

たツールを開発できればいいのではないかと思っております。 

      先ほど資料のご紹介の時に，学校向けなどにメンタルヘルスのハンドブック

を提供しているという話をしていただいたかと思いますが，そういったハンド

ブックなどを公共的な機関の支援者の方だけではなくて，民間で支援されてい

る方々もたくさんいらっしゃいますので，是非民間の方々へも提供いただけな

いかなと感じました。その内容もベーシックな部分は一緒でいいのですが，対

象に合わせた形で民間の方々と一緒にマイナーチェンジするような形でより今

回の震災での経験を活かしたものにバージョンアップしていけるといいのでは

ないかと思っておりましたので，そのあたりを御検討していただけたらなと思

います。 



- 18 - 

 

      あと一つはきちんと確認はしていないのですが，支援者の支援やメンタルケ

アの活動の中で保健師さんとお話する機会がありまして，その保健師さんが心

配なさっていたのが，要支援の方が家庭の事情やその方の事情で自治体をまた

いで引っ越しされるケースが多くあります。その時に今までのその方に関する

情報が引き継がれません。医療機関にかかっていればカルテという形で残りま

すが，民間の方々のサポートや行政機関でどのようにサポートしてきたかとい

う情報は引っ越した先の自治体に引き継がなくていいのだろうかという疑問を

お持ちの保健師さんもいらっしゃいました。保健師さんが扱う情報は個人情報

なので，なかなか民間の支援組織が入手することは難しいので，そういう中で

なんとか支援の壁とか隙間とか谷間をなくすようなことも今後できないものか

気になるポイントでしたのでお話させていただきました。 

      先ほど心のケアセンターのご紹介の中で支援者も行っていいと仰っていただ

いたかと思いますが，そういうことに対応できていない報告もいただいており

ますので，心のケアセンターは被災者の方のためのセンターと捉えられている

ところもありますので，センターの職員の方や外部の方にも支援者の方も歓迎

しますよというようなメッセージをもう少し発信していただけたらなと思いま

す。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       鈴木委員お願いします。 

 

鈴 木 委 員： 仮設住宅のサポートセンターによる被災者支援は非常に重要な取組だと思

っておりまして是非十分に機能していただきたいと思っておりますが，各自治

体がサポートセンターを設置して取り組んでいると，県は後方支援だというこ

とで紹介いただきましたけれども，具体的にどのような活動をしていて，本当

に目的通りに機能して良いところとあるいは問題点とかないのかどうか，一覧

表（資料３）だけでは分からないところがあります。先ほどの発言にもありま

したが，良い取組をしているところはそれを後世に残すような情報の集約や発

信を心がけていただきたいし，問題点があるのであればそれに対する改善の方

策を検討いただくということで，サポートセンターの活動状況について調査し

て報告していただくという活動をお願いしたいというのが一点目です。 

       一つ問題点ではないかという例なのですが，弁護士会もサポートセンター

支援事務所に協力してサポートセンターに弁護士を５０名以上派遣し相談対応

しております。ただ，聞きますと１３地域ある中で専門家の相談会の開催など

を具体的に定期的行っているのが女川町と東松島市だけだと，弁護士サイドか

らだけですので分かりませんけれども，そこだけだという話を聞いております。

他のところがどうして利用されていないのかという問題点，あるいは活用して

いるところからは「このような取組をして今後の生活再建支援に役立っている」

というような情報発信，いずれかの面どちらでも結構ですので，是非サポート

センターの取組を今後に活かしていただくように，あるいは改善点があれば御
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検討いただけるように各協力団体と検討するなどして解決にあたっていただき

たいと思います。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       高橋委員お願いします。 

 

高 橋 委 員： 連日，仮設住宅の方たちに取材をして今，異口同音に皆さんが言うのは結

露の問題です。２年目の冬ということでそれぞれに少しは工夫していますけれ

ども，身近な問題になりすぎて申し訳ないのですけれども，風呂の追い炊きや

風除室は去年の冬対策として行われましたが，今，結露は深刻な問題でして，

カーテンなども絞ると滴り落ちるそうです。この辺がどういうレベルで対策が

可能なのか，新年を少しでも良く迎えるために，どこが主導してどういう対策

が可能になるのか分かりませんけれども，県内すべての仮設住宅の共通問題だ

と思いますので市町村への指導等があるのかどうか，山元町は高齢化率が県内

６位ということで６５歳以上の方が多いのですが，結露対策一つをとっても自

分でやれない人が結構います。ですから，仮設住宅毎に町なりが業者を決めて

一斉に実施してもらいたいということを痛切に感じています。 

      それからもう一つは，教育に関することですけれども全国から派遣教職員と

いう方たちが山元町にも来ております。短期的に手伝っていただくということ

になりますけれども，こういった方たちの実際に教室で子どもたちを教えてみ

ての感想なり改善点，気づいたことなど，こういったことは市町村レベルにま

とまって上がっているかと思いますけれども，こういうものを県の方に集約し

てそこから見えてくるものや共通点とかあるいはアドバイステキストのような

ものを作るとかあるいは地域の特性とか，こういうものを県の主導で派遣教職

員の方たちに何か活用できることはないかということを感じております。町内

の先生方が日頃教えている中で見えているもの感じているもの，短期的にでは

ありますけれども町外，県外から来た先生方が感じるものの中に案外，町内の

先生方が気づかないこともあるのではないかと思いますので，今後の教育の場

で派遣教職員の皆さんの役に立つような何か進んだ形でできればいいのではな

いかと思っております。 

 

大 滝 座 長： どうもありがとうございました。 

       私から一つだけ。この資料の中にも仮設からこれから災害公営住宅に移っ

ていくという話が出ているのですけれども，サポートセンターを始めとして

様々なケアですとか特に福祉とか医療との関係との結びつきやネットワーク

というものを，仮設で培ったものをさらに災害公営住宅に活かしていくとい

うことももちろんだと思うのですけれども，災害公営住宅に入ることによっ

てかえってクローズになってしまうという，そういう危険性もかなりあるの

ではないかと私は今から懸念しています。災害公営住宅の中にどういうもの

を作っていったらいいのかとか，特に地域との間の結びつきとか，いろんな
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連携とかいうことを今から相当見越して作っていくということを同時並行的

に始めていくことが大変重要ではないかと思っています。県のガイドライン

を見せていただくと，そういうものに対する配慮は十分行われているのです

けれども，それが各被災地の中に入っていったときに具体的に上手く実現で

きるだろうかということについては，いくつかの懸念事項があるのではない

かと思っております。是非そういうことに対する対応についても，今からき

ちんと設計していくような，そういう対応を県としても取っていくことが必

要ではないかと思っています。 

       それでは，時間が少し押してきておりますけれども，後半のテーマ特に子

どもたちとか学校の生徒の話が中心だったかと思うのですけれども，心のケ

アを始めとして教育に関する御意見等についていただきたいと思います。 

       それでは渡辺委員お願いします。 

 

渡 辺 委 員： 二つあります。成績は下がったか，それはどれくらい変わったかというこ

とです。今この瞬間，もちろん心のケアの大切さも重々承知しておりますが，

本人たちが数年後に高校受験や大学受験のときにまたそこで次の一歩が行けな

くなるといったことになると本末転倒ではないかと思っていて，そのような把

握をされているのかどうか，どのように取り組まれているのかどうかについて

伺います。 

      もう一つは，小中学校の先生から総合学習時間のコーディネートのお願いを

昔からされていて，その関連で震災後もいくつかの学校からコーディネートの

依頼があり，被災地外の特に都市部の学校が沿岸部の学校とコラボレーション

で授業を行いたいという話をいただくのですが，だいたい勝手なことを言いま

す。いろいろなことを言ってきますが，そうすると現場の方は非常に混乱しま

す。先ほど太田委員が仰ったように，やっていただいたことは非常にうれしい

し，それに対してお返事も出したいけれども返事を出せないくらい相手側から

のものがくる。提案をさせていただきたいのは，多くの日本中の子どもたちや

先生たちがこの被災から何を学ぶかということを思っているうちに，多くの子

どもたちや学校とつながれるような仕掛けが作れないか。それは市町の教育委

員会ではできない話だと思うので，バックアップする立場の県として何かでき

ないか。例えば，総合学習時間を他校と組むときのガイドラインの設定，しか

も一対多数でできないか，相手側が１０校あってもこちら側は１校の一つの学

級で済みますと。ヒアリングをする内容が皆同じ時間に合わせていただいて，

皆テレビ会議に入って質問をするとか。商品開発の話も途中であったかと思い

ますけれども，子どもたちが商品開発をして外側で売る時に外側で売る子ども

たちのペアを作ってあげることとか今のうちにそのような仕組みを作って，表

現は悪いのですが，震災が売れるうちに売り切った方がいいと思っていて，売

った上で数年後，今度はその子どもたちや学校が「だいぶ落ち着いたろうから

宮城県に修学旅行に行きたい」となれば観光振興にもなるのではないかと勝手

に思っていて。現場の先生たちに善意として他の学校から是非手伝いたいとい
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う申し出により仕事が増えて押し潰されるということを何らかサポートできる

ことがないかと思っております。 

      その関連でもう一点，防災担当の先生をつけるということももちろん必要だ

と思いますが，現場に仕事がどんどん増えていくというのはあまりどうかと思

うところがあるので，責任者として学内の人は必要ですが，ペアとなる外側の

ＰＴＡなのか町の方なのか地域防災担当者のような人を外に作っていただいて，

いざというときはその人たちも一緒に活動するような，学校内の負荷が下がる

ような外から力が入りやすくするようなガイドラインが整備できればいいので

はないかと思いました。 

 

教 育 庁： 今年度の全国学力・学習状況調査の結果からは，県全体ですので地域的な

ものは見えないところはありますけれども，宮城県の小中学生の学力は少し

上がってきている状況で，震災後の状況の中でも頑張ったんだなというとこ

ろではあります。個々に検討したわけではありませんが，被災地の方が下が

っているかというとそのような傾向は見えないと思います。 

       あと学習支援の話もありましたので話しますと，被災地で学習する，特に

仮設住宅でなかなか学習ができないということから学習支援が大事だという

ことがあって，県内の各市町村には各地域の方々の力を得ながら学習支援を

するといった取組も進めているところです。 

 

大 滝 座 長： 太田委員お願いします。 

 

太 田 委 員： 渡辺委員の防災担当の先生のことで現場の仕事が増えてしまうのではない

かというお話がありましたけれども，仕事をアウトソースする方法はいろいろ

あると思うのですが，この間非常に良い事例を見せていただいたのでご報告し

たいのですが，鮎川小学校だったのですけれども，防災教育と防災訓練に石巻

イオンモールの防災チームの皆さんがチームで小学校に行って，例えば心肺蘇

生法のやり方ですとか企業の方が教えるというのがありまして非常に良かった

と思います。いろいろな企業の方から何か支援をしたいのだけれども，お金だ

けではなくて自分たちの企業が持つノウハウを使ってできる支援はないかとい

う相談を受けることがありますが，例えば大型ショッピングセンターとか大勢

の人が集まるところは人を避難誘導させるノウハウを常に持っていて，教える

ための資材なども揃っています。そういう民間企業の力をお借りするというの

も一つの方法として良いのではないかと思います。それはコストやマンパワー

の面でもいいと思うのですけれども，さらに子どもたちがいろいろな職業の人

たちと出会う機会にもなります。例えばそこで出会った人を見て自分も将来こ

ういう人になりたいと思うチャンスにもなるかもしれないので，そのような民

間の様々な職能を持った人たちが協力するということがもっと活性化されても

いいのではないかと思います。 
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大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       風見委員お願いします。 

 

風 見 委 員： 今，東松島市で作家のＣ・Ｗ・ニコル氏と一緒に支援に入って「森の学校」

づくりに取り組んでいます。野蒜小学校は集団移転事業で高台に移転するので

すが，それに伴って今までの学校ではなく自然の教育を受けたり地域で一緒に

学校を作っていくという新しい取組を始めています。区画整理事業の中で学校

だけを作るのではなくて，その周辺に医療施設，介護施設，託児施設などを作

る計画があるのですけれども，学校を作るときに単に学校だけではなく地域の

教育を絡めた横断的な計画づくりができればいいのではないかと思っています。

そうすると意外と担当部局が縦割りになっていまして，どうしても学校だけで

解決することになってしまうと非効率であるし，また，いろいろな壁が出てく

るのですけれども，これは県の機能が非常に大きいので，先ほど柳井委員が「攻

めの復興」と仰っていましたけれども，復旧であれば元に戻すことかも知れま

せんけれども国も創造的復興と言っているわけですから，より良い教育施設を

今回被災にあったことによって子どもたちが手にするといったことが被災地に

対する希望を作ることだと思います。 

新しい学校づくりというのは東松島市だけではなくていろいろな試みが出て

くると思うのですけれども，それに対して県としてしっかり支援していただき

たいと思います。先ほども出ていましたけれども，学校の生徒もそうですけれ

ども教員も癒やされなければいけない状況にあって，「森の学校」ができれば，

例えば学校の中で森の中で癒やしを受けたりとか林業とか新しい産業につなが

る試みも出てくれば子どものころからのキャリア教育ではないですけれども仕

事を学ぶことにもなったり，また，地域の人たちと交流ができる学校が作れれ

ばと思っているので，そうなると今度は学校をどこまで開放すべきかクローズ

にすべきかといった議論があったりとか，安全とかいろいろな基準があります

けれども，そういうものも新しい学校づくりという観点で少しチャレンジング

に取り組んでみようかという姿勢を県の方でも持っていただけると，たぶん新

しい学校の中で，新しい東北で震災はあったけれどもそれによって新しく再構

築できたのだということを発信できれば，それが本来の復興ではないかと思い

ます。教育の現場では，子どもたちがたくさん学んでいます。いろいろなワー

クショップを行うと子どもたちは本当によく分かっていて，本当に自由な発想

をしていまして，そういう発想を今までの既成の考えで潰さないようにしてほ

しいと思っています。教育から未来の社会に向けて復興が進んだという手応え

を子どもたちと一緒に作っていきたいと思っていますので，そのような観点か

ら教育に関しては特に地域の中の一つの大きな拠点ですし，今までの既成概念

にとらわれない新しい学校づくりに復興を機に取り組んでいただけるような環

境整備できたらいいのではないかと思います。地域の中で学校をもう一度考え

直すような仕組みを是非チャレンジしていくべきではないかなと思っておりま

す。 
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大 滝 座 長： 柳井委員お願いします。 

 

柳 井 委 員： 二点あります。一つは，今回の震災は外国からいろいろな方がきてくれて

います。例えば，大滝先生が関わっている東松島市はデンマーク，女川町はカ

タール，南三陸町はサウジアラビアが入っています。こういったものを例えば

語学教育や国際文化を学んでいく契機にして，先進性ということは敢えて言い

ませんけれども，文化や子どもたちの資質の幅を広げるように活かしていく。

そういうカリキュラムや体験学習も含めて国際理解を進めるように考えていっ

てはいかがでしょうか。人づくりを怠ると、10年後、20年後に地域のチカラが

衰えていきます。併せて情報発信という点では、子どもはいつもまでも子ども

ではなくて何年か後には大人になっていくわけですから，こういった人たちが

一つのミッションとして世界中にいろいろな情報を伝えていく。このような少

し息の長い取組として今回のマイナスをプラスに変えていくのがいいのではな

いでしょうか。 

       もう一点は，防災について先ほどからいろんな委員の方が言われています

が，学校ですべて抱えてしまうことはやらない方がいいと思います。むしろ

それをアウトソーシングしてはいかがでしょうか。先ほどから出ているコミ

ュニティビジネスの力で。ただし，外に出して終わりということではなくて，

例えば防災の専門家が入ってきたりデザイナーが入ってきたりコンサルの人

も入っていきます。そういった人たちとチームを作って，例えば防災教育，

企業の防災教育も含め，多少お金をいただくことになります。そうすると,火

のおこし方から始まってカリキュラムを作ると簡単に１０時間とか３０時間

とか作れてしまいます。１回来て終わりではなく，本当に地域に深く被災の

状況も含めて学んでいただく。そこにいろいろな仕掛けが出てきます。住民

も参加するし小学生も参加するようになる。そういった受け皿づくりをきち

んとどこかでやっていかないと，学校対応、実際は個人の先生方の関係であ

ったり,直接電話一本で受け入れてくださいという話になったりしますので，

結局,現場が混乱することになります。普段の流れが攪乱されてしまうわけで

す。そういったものについては全部そこで受けて，きちんとお金を取ってい

く。そうすると雇用も生まれますし防災観光ということで新しい切り口も生

まれてきます。そして，教育の方もあまりそういったことに攪乱されないで

きちんと教育もできる。そういう体制整備をきちんと行っていく。もう少し

地域の人を信じて欲しいということです。 

       もう一つは学校の教育に求められる力として，これは防災の専門家に伺っ

た話なのですが，学校に植える木を桜でもいいのですが実のなる木を植える。

いざというときのそれをもぎ取って食べることができる。コミュニティビジ

ネスのセンスですとカラスが来たらどうするか，カラスを駆除するための人

を一人雇えることになる。そういうことが仕事づくりにつながります。これ

が実は災害に強い地域づくりになっていきます。民間レベルがそこを提案し
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ていって，連携しながら,それをきちんと計画化していく，こういうことが大

事になってくるのではないかと思いました。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       立岡委員お願いします。 

 

立 岡 委 員： 大阪府箕面市で実際に引きこもりの子たちを緊急雇用で雇って，カラスが

あまりにも多く来るので引きこもりの子たちがカラスを追っ払うというのを緊

急雇用で雇って，引きこもっていた子たちが外に出るような形になったので次

につながっていったという話がありました。実際に引きこもっていた子が表に

出られるようになったという成果が出たというのが大きいのかなと。そのよう

な観点での雇用というものを考えていく必要があるのではないかと思いました。

あとは，ペーパーで一応を出させていただいたので，こちらに関して担当の部

局の方からお答えいただければと思っております。心のケアについて教職員の

話もありましたが，実際は県職員の方もメンタル面で大変なのではないかなと

すごく思っておりまして，どうしても現場優先になってしまいますが，県職員

の方々も本当はメンタル面のフォローが必要なのではないかなと気にしており

まして，そのあたりについても御意見いただけたらありがたいと思っておりま

した。 

 

大 滝 座 長： 吉川委員お願いします。 

 

吉 川 委 員： 先ほど渡辺委員が仰っていましてけれども，ガイドラインを学校側で作ら

なければいけないのではないかという意見は本当にそうだと思います。私は教

員だったので現場が外とつながりたくてもとても忙しいし，どのようにしたら

外とつながっていけるのかも分からないので，基本的な何か例えば「この時間

数は何か外とつながることを行う」とか，あるいは「他校と何か合同で活動す

る」といった簡単ガイドラインがあって，そして中間組織のようなところがい

ろいろなつなぎとかできないと学校の中だけではとても大変だと思います。今，

柳井先生からも話があったようにイギリスでも各教育委員会の中にコーディネ

ーター役の方たちがいて，その人は単に芸術家とつなぐだけではなくて，いろ

いろな地域のいろいろな人材をその授業の中に取り込んで行くにはどうしたら

いいかということをプログラムにしています。例えば，スコットランドでは、

スコットランドの学校全部で同時にワークショップを行うといった規模で地域

をつくるとは何かを考えるロールプレイのワークショップが行われています。

あまり被災していない仙台市内の中心部の子どもと被災地の学校の子どもたち

が交流するとか，そういったことも中間組織があればかなり可能になるのかな

と思います。俯瞰で見ていてつなげる，現場のことがよく分かっていなければ

いけないのですけれども，そういうコーディネートする中間組織を大きな組織

でなくてもいいので必要だなということを感じています。 
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大 滝 座 長： ありがとうございました。 

 

震災復興・企画部： 教育委員会所管の話ですけれども以前に担当課長をしており，差し置いて

お話する形となってしまいますが，渡辺委員はご存じだと思いますが協働教育

の関係の地域の組織作りはだいぶ進んでいたかと思います。今回，被災直後で

学校も緊急の事態に置かれているので，従来型の組織を活かしきるまでにはい

っていないと思うのですが，既に協働教育として仕込んでいるものはたくさん

あるはずなので，その分野がこれからたぶん社会教育の関係の先生方の中で再

度盛り上がるのではないかということを期待している部分があるのですけれ

ども。そういった既存の組織があるのでそこを十分に活かすような手立ても考

えたい。協働教育は学校がやるだけではなくて地域の方が学校をどう使うかと

いう視点も盛り込んであったはずですから，周りの方々から学校を如何に支援

していただくかという視点でも利用していただける道はあるのではないかと

思いました。 

 

大 滝 座 長： それでは遠藤委員お願いします。 

 

遠 藤 委 員： 三つほどお話させていただきたいと思います。一つ目は今，後藤次長が仰

ってくださったことですが，防災教育は社会福祉協議会もいろいろやっていら

っしゃるわけです。小地域の活動ですとか地域の福祉推進計画をつくる過程で

学校とか子どもたちを巻き込んで考えたりもしていますし，あと学校の中では

地域の方をボランティアで来ていただくためのコーディネーターがいたりとい

うことがあるので，学校の防災主任が一人でご苦労するというよりは既存の仕

組みがあるので，そこを如何に機能させるかがポイントなのではないかなと思

っています。先日も県北の社会福祉協議会が主催した防災主任向けの研修会に

お邪魔してきたのですけれども，その時には防災主任だけではなくて校長先生

もご参加されているところもあって，とても危機意識が高くてですね，ただ，

そういう決まりにはなったけれども何をどうしたらいいのか分からないので来

たと。そこには社会福祉協議会の防災の方とか防災教育のＮＰＯの方とかいら

っしゃっていて，情報がいただけて本当にありがたいというお話でした。です

から，まず地域の関係者が集いながら情報交換をする場の中でどんどん動いて

いくこともあるのではないかと思いましたので，今仰っていただいた既存の学

校の仕組みですとか社会福祉協議会とか地域活動を御活用いただきたいなと思

ったことが一つ。 

      二つ目は，今日報告していただいたことは学校教育が中心だったと思うので

すけれども，先ほど風見先生からも大人という観点が出てきたかと思います。

私も震災を経て，大人がどう学びを深めていくかということがとても重要だと

思っていまして，そういった意味では生涯教育や社会教育をこの機会だからこ

そ推進していく必要があるのではないかと思っています。いわゆる，宮城とか
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ふるさととか生きることとか地域の中のつながりとか，震災だからこそ哲学的

テーマにも向き合って大人が学び直す機会というものをたくさん作っていただ

けたらいいのではないかと思っています。 

      三つ目はその中の一つになるかと思うのですけれども，地域の自治組織とか

地域の協議会とか支援する機会が結構あるのですけれども，地域の話し合いの

場に行くと話し合いになっていません。平時は，素案承認型で事務局案に頷く

といった話し合いが結構あったかと思うのですが，今回は本当にいろいろな方

を巻き込んで地域の合意形成をしていくという話し合いができていない場にと

てもたくさん出会います。一度，混乱した話し合いの場に大人の方が出ると，「こ

んな話し合いだったら次から来たくない」というケースも結構あって，ある意

味，将来の宮城のことを考えるともっと大人が対話の技術を学び直して実践し

ていかないと復興とか離れた方がまた戻ってきて愛着ある地域を作っていくこ

とができないのではないかと思いますので，大人の話し合いの場，対話や議論

の技術も生涯学習や社会教育の場で是非学び直す機会を作っていただけたらい

いのではないかと思っています。 

 

大 滝 座 長： 鈴木委員お願いします。 

 

鈴 木 委 員： 学校の防災対策については学校安全指針等を作られているということです

が，今回の震災では幼稚園とか保育所とか学校以外のところでも子どもたちが

被害にあっているということがあります。やはり学校だけではなくて地域全体

で子どもをどのように守るかという観点で教育委員会やそれ以外の保育所や幼

稚園の関連部署，県の力を集結して地域との協働で取り組むということを検討

いただきたいと思います。 

      それから，防災主任を設置して対応を強化していくというのはいいのですが，

今回の震災ではやはり時々刻々と変化する情報が的確に伝わらなかったという

ことが非常に現場としても大変だったと思います。例えば，その対応で学校や

幼稚園ごとに沿岸部では防災無線を設置して欲しいという要望があったという

話を聞きます。情報をきちんと伝えるという面でどのような取組，たぶん検討

されていると思うのですが，なお一層御検討いただければと思います。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       木村委員お願いします。 

 

木 村 委 員： 二点ほど現状について報告させていただきたいと思います。一つは子ども

たちの通学の問題です。東松島市の鳴瀬地区は小学校４つと中学校２つありま

すけれども小学校２つと中学校１つが被災しました。仮設住宅からは現状の学

校に通学できるようスクールバスを走らせています。ただ，私が住んでいる地

域でも小学校があって，５００世帯の仮設住宅を引き受けたのですけれども基

本的には前の学校に行っています。今年の４月に新入生の段階でお母さんたち
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が心配されて，バスで遠くに行くのは大変なので歩いてすぐ目の前に学校があ

るので，その小学校に入れるわけですけれども。そうすると，兄弟で通ってい

る学校が違うという形になります。その後，集団移転すると今度は移転先で学

校をどうするかという問題出てきます。そうすると，住んでいる場所と兄弟が

通っている学校が違うという状況が生まれてくるわけで，これが我々地域づく

りをしている者からすると，最初は小学校のＰＴＡとか子供会活動から地域に

馴染んでもらうのに，結局通っている学校が違うことによってその先，子ども

たちが大人になったときに自分たちが同級会するにしても違う場所で行うこと

になってしまって，それはどうかなと思っています。ただ，どうしたらいいか

分からないですけれども。 

      もう一つは小中学校の再編の問題です。先ほど言った鳴瀬地区は中学校２つ

小学校４つを中学校は１つに小学校を２つに再編するということにしています。

それは住民と合意形成を持って行っていることですのでそれはそれでいいと思

います。ただ，宮戸という島に４つの漁村集落があって３つが壊滅して１つが

残っているのですけれども，そこにも小学校があります。もともと少人数で複

式学級にしようとか統合しようという話は出ていたのですけれども，市で希望

調査を取ると従来２０戸程度戸数があったのが結局移転の希望は一桁しかない

という状況で，ただ，詳しく話を聞くと若い人たちは子どもの学校がなくなる

のであれば他に移転したいという意見があるようです。先ほどから出ている話

の中で子どもたちのための学校教育というのは分かるのですけれども，地域で

住んでいる者にすると特に小学校のレベルは地域の一つの拠点でもあるわけで

す。ただ，それを子どもたちの教育とかコストの関係で小中学校の統合という

形になって，それが地域に人が住まなくなっていくということにつながってい

くと思っています。小中学校は市町村教育なのですけれども高等学校になると

この前，石巻市の北上地区のお母さんたちと話をしていて，高校生の子ども持

った親にとって何が一番大変かというと，子どもの通学が一番大変です。北上

地区だと近くの高校まで４０分くらいかかります。そこまで朝と晩に送り迎え

が必要になります。そうするとお母さんたちはパートにも出られない。県とし

ては県全体で子どもたちの数があって高校の数を決めるというのは分かるので

すけれども，そうすると仙台に住んでいる人以外の子どもたちを抱える親にと

ってはどこに住むかということが切実な問題になってきます。今回，被災を受

けてどこに移るかとなったときに小さいお子さんを抱えている親からすれば，

自分の子どもが少なくとも高校を出るまでの間どこに住めばいいかという選択

肢になってきて，地域づくりからだんだん離れてくるような状況になっている

のが現状です。これをどうしたいいかということについては私も回答がないの

ですけれども，そういうことが今被災地ではおきています。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       それでは，お約束の時間が少し過ぎておりますので，子どものケア，心の

ケアを始めとするいろいろな教育の問題についても非常に多様な御意見をい
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ただきました。 

       皆さんから防災教育の在り方とか学校そのものの持っている価値とか，そ

れから地域全体にいろいろなつながりを作っていくという在り方を考えてみ

てはどうかとか，それから学校同士がいろいろなつながりを作ってそれを教

育につなげていくためのコンビネーションとかプラットフォームの在り方と

か，これは県がやらなければいけない仕事もあると思うのですけれども，我々，

民間でもいろいろな努力をまだやれる余地が十分あるのではないかという気

がしますし，県と一緒になってやるべき仕事がかなりありそうだなというこ

と感じました。 

       それから大変広いテーマでしたのでいろいろな観点から心のケアと教育の

問題については御意見をいただきまして，県の皆さんにとってもいろいろな

意味で参考になった点が多かったのでないかと思っています。 

       それでは時間ですので先に進みたいと思います。議題の５に入ります。そ

の他ですけれども出席者の皆様から何かありましたらお願いします。 

       鈴木委員お願いします。 

 

鈴 木 委 員： 前回の話に戻るのですが，最初の会議は活動紹介の時間がかなりあって時

間が足りなかったり，どういう視点で発言すればいいかまだ分からなかったの

で，是非，一回目にあったテーマにも時間なり機会をとっていただいて，次回

は石巻の現地調査をするそうなので非常に関係あると思いますので，スケジュ

ーリングの方をお願いします。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。 

       どういう議論を進めたらいいかとかどうかについては今日ではなくてもい

いのでまた御意見いただければと思います。 

       皆さんからお一人お一人御意見をいただきゆっくり議論するには時間が短

いのではないかなと，もっと皆さんいろいろなことをお話になりたいのでは

ないかと思いますけれども，少し厳しいかなという感じを受けました。 

       それでは県の方から今回の会議を踏まえまして何かありましたらお願いい

たします。 

 

震災復興・企画部： 長時間ありがとうございました。まず政権がどうなっていくかという中でこ

れまで復興に関して引き続き国の様々な支援が得られるように，特に財源の確

保，財源の継続つまり制度の継続については最大限の力を集中して取り組んで

いきたいと思います。 

また，いくつか御指摘ありましたけれども，当初の制度と時間が経ってい

く中でその運用，運営を変えていかなければいけないという視点，これにつ

いても御指摘の通りだと思いますし，ここは市町とともに課題を共有して取

り組む必要があると思っています。 

それといろいろと御提案をいただいた裏に，それぞれニーズを掴んでおら
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れて問題を把握されて御提案をいただきました。全体の問題の構造がどうな

っているのかというものも様々な御意見の中から私どもの方としても見るこ

とができないかなと考えております。 

また，様々な部局で様々な検討の舞台がございます。そういうことから考

えますとこの会議の在りようというのはすごく難しいのですけれども，その

奥にある問題の構造を明らかにしていくことがすごく大事ではないかなとい

うところもあります。そこは試行錯誤で立ち上げた会議体でございますので

委員の皆様には消化不良の部分もあるかも知れません。 

次回は石巻でやらせていただきますので，そういう中を通してこの会議体

の在りようも含めて今後，復興に少しでも資することができるように私ども

も運営をしてまいりたい，あるいは委員の皆様の御意見を拝聴してまいりた

いと思います。本当に今日はありがとうございました。 

 

大 滝 座 長： ありがとうございました。以上で予定していた議題を一切終了ということ

になりましたので座長の任を解かさせていただきます。ご協力ありがとうござ

いました。 

 

事 務 局： 大滝先生大変ありがとうございました。最後に事務局より御連絡いたしま

す。次回は１２月２５日，石巻で現地を視察いただきながらこのような会議

を持ちたいと考えております。詳細につきましては後日，事務局の方から御

連絡いたします。また，第４回目につきましては平成２５年２月中旬頃に予

定しております。こちらの方も事務局から連絡させていただきたいと思いま

す。 

       また，本日，立岡様と鈴木様からいただきましたペーパーについて，内部

で見させていただいて回答できるところは後日改めて回答差し上げるか，若

しくは次回の会議で議論させていただきたいと思っております。 

       以上を持ちまして第２回宮城県被災者復興支援会議を終了いたします。 


